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会  議  録 

会 議 名 第３４期小金井市公民館運営審議会第１３回審議会 

事 務 局 公民館 

開 催 日 時 平成３０年１１月２２日（木）午前１０時から１１時３０分 

開 催 場 所 市役所第二庁舎８階 ８０１会議室 

出 席 委 員 國分委員長 渡邉副委員長 菅沼委員 雨宮委員 平野委員 
酒井委員 畠山委員 髙橋委員 

欠 席 委 員 杉山委員、吉冨委員 

事 務 局 員 藤本生涯学習部長 西村公民館長 中川庶務係長 大久保事業係長

 松本貫井南分館長 小磯緑分館長 
貫井北・東分館

事業運営受託者 
ＮＰＯ法人市民の図書館・公民館こがねい 
倉本副分館長、伊藤副分館長 

傍 聴 の 可 否  可 傍 聴 者 数    １名 

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由 

 

会 議 次 第 

１ 報告事項 
 ⑴ 都公連委員部会運営委員会について 

 ⑵ 公民館事業の報告について 

 ⑶ 第４０回全国公民館研究集会東京大会について 
２ 協議事項 

 ⑴ 小金井市公民館中長期計画策定について 

３ 審議事項 

 ⑴ 公民館事業の計画について 

４ その他について 

 

配付資料 

 送付資料 

 ⑴ 第１１回公民館運営審議会会議録 

⑵ 公民館事業の報告 

⑶ 公民館事業の計画 

⑷ 都公連委員部会運営委員会について 

⑸ 月刊こうみんかん №４８７ 

⑹ きたまち空間 第５２号 

 

 当日配付資料 

 ⑴ 第４０回研究大会について 
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⑵ 小金井市公共施設等総合管理計画（抜粋） 

⑶ 生涯学習・公民館等に係る国の動向について 

⑷ 公民館に係る現状・課題・将来像の検討について 

⑸ 詳細スケジュール 

⑹ 月刊こうみんかん №４８８ 

⑺ 「東京の地域教育」 

⑻ 「小金井市の図書館」平成２９年度版 

⑼ 第５５回東京都公民館研究大会申込書・チラシ・説明資料 
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会  議  結  果 
國 分 委 員 長  定刻になりましたので、第３４期小金井市公民館運営審議会の第１３

回を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

西村公民館長  おはようございます。早いもので、今年も最後の公運審になってまい

りました。本日もよろしくお願いいたします。 

 本日は藤本生涯学習部長も出席させていただいております。後ほど説

明等をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 それでは、まず初めに会議録の承認ということで、第１１回の会議録

を皆さんに既にお配りしているところですが、ご承認ということでよろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

西村公民館長  ありがとうございます。それでは、本日配付した資料について、庶務

係長から説明させていただきます。 

中川庶務係長  庶務係長です。おはようございます。今日もたくさん資料があります

ので、順に確認したいと思います。 

 先に、お送りしたものから確認いたします。まず、ただいまご承認い

ただきました第１１回審議会会議録。送付資料２として、公民館事業の

報告。送付資料３として公民館事業の計画。それから、菅沼委員からい

ただいております都公連の資料。ここまでが前もってお送りした資料に

なります。 

 本日机上にお配りしました資料につきましては、まず、本日の会議次

第。当日配付資料１が、畠山委員からいただきました第４０回研究大会

についての資料。当日配付資料２が、小金井市公共施設等総合管理計画

の抜粋。当日配付資料３が、生涯学習・公民館等に係る国の動向につい

ての資料。当日配付資料４が、公民館に係る現状・課題・将来像の検討

についての資料。当日配付資料５が詳細スケジュール、ここまでが会議

用の資料です。 

 別途資料としまして『月刊こうみんかん』№４８８、東京都から送ら

れております「東京の地域教育」という冊子、フルカラーのものです。

それから、図書館から資料が来ております。「小金井市の図書館」平成

２９年度版、オレンジ色の表紙のものです。それから、この間の三者合

同会議に出席された委員の方には当日お配りしたんですけれども、出席

されなかった委員のところには「小金井市立図書館運営方針（改訂版）」

をお配りさせていただいております。さらに、第５５回東京都公民館研

究大会申込書及びチラシと説明資料、ありますでしょうか。以上、本日

お配りした資料になります。 

國 分 委 員 長  ありますか。 

（「はい」の声あり） 

 

１ 報告事項 

 （１）都公連委員部会運営委員会について 

國 分 委 員 長  それでは報告事項に移らせていただきます。１番の都公連委員部会運
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営委員会については、菅沼さんにお願いします。 

菅 沼 委 員   それでは、都公連委員部会運営委員会についての報告をいたします。 

 都公連は今、三多摩地区で１１市が入っておりまして、その中の委員

部会を公運審が担当しております。小金井市の公運審の代表としてこの

中に参加させていただいております。 

 前回の公運審の後、２つ会議がありました。１つは第７回東京都公民

館連絡協議会の委員部会の運営委員会です。これについては、後ほど中

川さんのほうから説明があると思いますが、第５５回東京都公民館研究

大会の課題別集会を委員部会が１つ受け持つということで、その内容の

検討をいたしました。２月３日当日は午前が基調講演、午後に課題別集

会が４つありまして、その中の第４課題別集会をこの委員会で担当いた

します。事例発表が西東京市と国分寺市、それから参加市の中で７市か

らポスター発表をしようということで、小金井市もこれには参加いたし

ます。小金井市は、ＮＰＯ法人こがねい子ども遊パークの活動事例を報

告するということで、当日会場にポスターを貼りますので、来られた方

は見ていただきたいし、もし質問があれば質問していただきたいという

ことで進めております。 

 それからもう一つは、平成３１年度はこの委員部会の委員長、事務局

を小金井市がやります。小金井市の会場も用意しなければいかんという

ことで、委員部会運営委員会の会場、それから研修会、来年９月７日に

第１回の研修会がありますが、会場を萌え木ホールでやるということで

承認を得て、これから事前の予約を、時期が来たらやるということで、

皆さんもよろしくお願いいたします。 

 もう一つ、第４回東京都公民館連絡協議会の役員会がありました。こ

れは、先ほどのチラシを最終的に企画、それから刷り上げるということ

で、その内容の確認をいたしまして、一応、後ほど説明がありますチラ

シ、それから参加申込書を仕上げました。そういうことで２月３日の準

備をやりましたということでございます。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。ご質問等、ございますか。 

畠 山 委 員   菅沼委員にお伺いしたいんですけれども、先ほどの研究大会申込書の

中に第１、第２、第３希望とありましたけど、最後に第４と入れました

よね。第４希望はここに出ていないんですけれども。 

菅 沼 委 員   いや、課題別集会が１、２、３、４あるので、そのうちの第１、第２、

第３希望を挙げてくださいということです。後で説明があると思います。 

畠 山 委 員   その中から選べということですね。第４はいいということですね。 

菅 沼 委 員   そうです。 

國 分 委 員 長  皆さん、ぜひご参加ください。質問、そのほかはよろしいですか。 

 

 （２）公民館事業の報告について 

國 分 委 員 長  報告事項（２）、公民館事業の報告について、事業係長。 

大久保事業係長  事業係長です。お手元にお配りしております送付資料（２）公民館事

業の報告をご説明させていただきます。 
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 今回、本館２件、貫井南分館１件、東分館２件、緑分館１件及び貫井

北分館３件、合計９件の事業を報告しております。ご意見、ご感想等ご

ざいましたら、よろしくお願いいたします。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。 

菅 沼 委 員   菅沼です。意見というか感想も含めて２つお話しさせていただきま

す。 

 まず１ページに、本館のシルバー大学の後期というのがございます。

シルバー大学は、皆さんご存じのように高齢者学級で始まりまして、平

成５年に本館の高齢者学級をシルバー大学と命名して、今まで続いてい

るという非常に寿命の長い講座でございます。３年前、旧福祉会館が閉

じられたときに、本館が今の本町分館に移管しました。そうすると、本

町分館で本館の事業と旧本町分館の事業を一緒にしてやるということに

なりまして、本町分館の高齢者学級を残して、本館のシルバー大学は誰

でも受けられるようにしようというのが２年前からの試みでした。 

 シルバー大学始めて２年たって、内容を見ていただきますと、前期、

後期で１３０人参加がありましたということで、これで会場いっぱいで

やっている状態です。前は年に１回だったんですが、そうすると抽選外

れが起きるということで、開催を年２回にして、１３０人に枠を増やし

たと。これは非常に成功だったと思います。ただし、２年前から２期に

したのと、高齢者という枠を外して誰でも受けられるようにしようとい

う試みをしたわけですが、残念ながら、この担当職員の感想の中に書い

てございますように、土曜日に開催し、５０歳以下の若い受講者を期待

したが１人にとどまったということで、なかなか本来の趣旨が生かされ

ていないというのが問題点かと思います。 

 どうしたらいいのかというのを、これからまた職員も含めて考えるん

でしょうけれども、１つは年齢の枠は外したが、シルバー大学という名

前が若い人にはとっつきにくいんじゃないかと。そのあたりをどういう

ふうにするかというのを、来年度から考えてほしいということですね。

それからもう一つは、若い人は平日集まりにくいから土日にしたらいい

じゃないかということで、後期の開催日を土曜日にしたんですが、残念

ながら若い人は１人しか来ないということで、このあたりをどう考える

かなんですが、講座が８回、毎週ありますが、そうすると土曜日に８回

続けて、若い人が会社を休んでゆっくりしているときに来るかなという

ようなこともありまして、その辺をどうするかというのが、これからの

シルバー大学の問題点だと思いますので、また準備会が始まりますので

検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それからもう１点、５ページの公民館の学びと役割について考えてみ

ませんかと、これは非常にいい試みだと私は思います。今まで公民館で

は、わりあいに公民館に関する講座というのは少ないんですよね。そう

いう意味でこういう講座をやったということは非常によかったんです

が、残念ながら野外研修があり、バスが１６人ということで、トータル

を１６人で区切っちゃったんですね。本来はこういう講座があれば、新
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任の職員とか新任の企画実行委員とか、そういう方がもっとどんどん出

るべきであって、もっと人数は増やしてもよかったんじゃないかと。ぜ

ひ、これからもこういう講座を公民館としてやっていただきたいし、や

っていただくときはそういう新人の方、まだなれていない方もどんどん

できるような環境の講座をつくってほしいと、そういうふうに２点、思

いました。 

 以上です。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。分館長さんもぜひよろしくお願いいたしま

す。やっぱりシルバー大学という名前は大きいかもしれないです。 

菅 沼 委 員   それは準備会で考えてもらったらいいことなんですが、どうもその辺

を、年齢の枠を外すんだったら、シルバー大学というのはちょっと命名

を変えてもいいのかなという気がします。その辺、検討してください。 

國 分 委 員 長  よろしくお願いします。 

酒 井 委 員   酒井です。６ページの東分館の子育て世代対象の講座についてなんで

すけれども、参加者の感想で、保育つきの講座、とても助かりましたと

いう感想があるんですね。こういう講座をやるときに保育があると、若

い子育て中の方々も助かりますし、これは私のただの妄想かもしれない

ですけど、今、介護をしている方もたくさんいらっしゃるので、そうい

うときに、可能かどうかはわかりませんが、そのときにヘルパーさんと

かそういう方が来ていて、多少車椅子に乗っていたり、座ったりできる

ような方に限られると思うんですけれども、ちょっとお年寄りを介護し

ている、お年寄りを見てあげるというシステムができると、もっと受講

者が増えるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと突拍子もな

いようなことなんですけど、今後はそういうことも考えていけると、や

っぱり保育があるとないとでは、全然、参加される方の年齢層が違って

きますし、私が料理教室をやっているときも、保育があるときは年齢層

が低い方の参加もあるんですけど、保育がないと年齢層が高くなるとい

うこともあったりしますので、今後の課題に皆さんで考えていただけれ

ばなと思います。 

 以上です。 

國 分 委 員 長  酒井さんのは、子育て世代対象講座というのに限定しないという意味

もある。保育に関しては子育て世代ですよね。 

酒 井 委 員   プラス、例えば介護をしている人を取り込むには、やはり介護してい

る人を車椅子とかで連れてこられる方だったら、そういう方をちょっと

見ていていただくみたいなシステムがあるといいかなと。 

國 分 委 員 長  その辺も範囲を広げるというか、考えていただけますか。よろしくお

願いいたします。 

西村公民館長  誰でも、どのような方でも参加しやすい体制ということですね。我々

も保育とか、手話通訳など予算要求したりしていますけれども、その辺

も踏まえて検討させていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。やっぱり一番大事な、誰でも来られる公民館
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をよろしくお願いいたします。 

菅 沼 委 員  もう１点。この事業計画の書類じゃないですが、事前に配付されまし

た『月刊こうみんかん』の１ページ目に囲碁教室がありますね、ひがし

子ども囲碁教室。これは、地域資源という言い方をしては失礼ですけれ

ども、地域のいろいろな有能な方の知識を生かして子供との交流をやる

ということで、非常にいい試みで、もう１０年もたったなという気がし

ます。やはり地域の、結構知識層の方が多いので、そういう人をうまく

利用して、こういう講座をもっと公民館でできればいいかなということ

で、事業計画の中でもこのようなことをさらに発展させていっていただ

きたいという気がします。 

 以上です。 

畠 山 委 員  よろしいですか。囲碁のことですけれども、今、世相のブームの中で

は囲碁より将棋、子供は結構みんな将棋に向かっているんですよね、い

ろいろありましたからね。だから囲碁プラス将棋という形で、囲碁だけ

にこだわるんじゃなくて、将棋も入れて広く子供たちにも普及していく

という考え方を入れてみてはどうでしょうか。 

菅 沼 委 員  将棋については本館で１つやっていることはやっているんですよね。

だから、この会で両方やるというのはなかなか難しいことで、そういう

将棋の会というのをまたつくってもいいと思うんですよね。 

國 分 委 員 長  小金井市全体で。 

菅 沼 委 員   全体で、そういう資源をうまく利用して公民館の講座をつくっていく

というのを、いろいろ考えていったらどうですかということですね。 

國 分 委 員 長  非常に大事だと思います。資源のリストというのは難しいかもしれな

いけど、多方面の方々の能力を探していただけたらありがたいと思いま

す。 

 ほかにありますか。 

雨 宮 委 員   雨宮です。子育てということが大分出ているんですけど、講座の名前

が子ども対象のような形になっていますので、成人学級なので、名前を

ちょっと変えてはどうかと。 

國 分 委 員 長  どこですか。 

雨 宮 委 員   ６ページと８ページの、これはみんな子育て、子育て支援という形に

なっていますけど、講座の名称を変えたらどうかなと。 

國 分 委 員 長  限定されている感じがしますよね。 

雨 宮 委 員   そうですね。それと、私が自分でそうなのであまり言いたくないんで

すけど、障害者に対しての講座があまりないような。ただ、募集しても

来るかどうかわかりません、実際のことを言うとね。こういうところへ

出てくるのが嫌いな人が多いので。だから、設けても出られるかどうか

わかりませんけど、そういうところもちょっとこれから考えていってほ

しいなと思いますので、よろしくお願いします。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。さっき手話通訳をつけるというお話もありま

したが、聴覚障害、視覚障害のある人もいらっしゃるので、今後その辺

も少しずつ広げていけるような考え方もやっぱり必要かなと思います。 
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大久保事業係長  事業係長です。今ご意見いただきました、成人学校というのはちょっ

とおかしいんじゃないかというご意見ですかね。 

雨 宮 委 員   そうでもないんですけど、これ、タイトルはいいと思うんですよ。そ

の後のサブタイトルがちょっとあれかなと思っているんですけど、どう

ですかね。私も素人で。 

平 野 委 員   平野です。子育て世代対象講座というのがどうかという意味ですよ

ね。これは中身を見てみると、子育てをしている方、お母さんは結構煮

詰まっちゃったりするので、その方に自分の、おしゃれとかをしてもら

おうという講座のようなので、それで保育つきということで、すごく整

合性がとれているし、こういう方はこれでいいんじゃないかなという気

はします。また改めて、障害のある人の講座というのもあってもいいか

なと思いますけど、これはこれでいいんじゃないのかなというふうに思

います。 

國 分 委 員 長  館長、どうぞ。 

西村公民館長  公民館長です。多分、雨宮さんは、成人学校という題名の後に子育て

というのがちょっと気になるということだと思うんですけど、対象者は

保護者の方なので、頭に成人学校とつけています。 

 それから、障害のある人でも参加できるような体制として、手話通訳

者の予算を要求したりして体制を整えています。あと、みんなの会とい

う障害のある人対象の講座もございます。ご意見もありましたので、ち

ょっと全体的なことを含めて考えていきたいと思います。 

雨 宮 委 員   雨宮ですけど、この間、手話通訳の方がつきますということで書いて

ありましたよね。そのとき、障害者は何人ぐらい参加したんですかね。 

大久保事業係長  事業係長です。聴覚障害のある人で、参加されたのはお一人です。 

雨 宮 委 員   １人ですか。ありがとうございました。 

國 分 委 員 長  今、いろいろ意見が出ましたけど、誰でも寄れる公民館という活動の

考え方として、やっぱりどんどん広げていただけたらと思いました。よ

ろしくお願いします。 

畠 山 委 員  １つよろしいですか。 

國 分 委 員 長  この件ですか。 

畠 山 委 員  そうです。先ほどの雨宮委員のおっしゃったことの中で、障害者の参

加の問題が出てきましたけれども、障害者が参加するためには車椅子が

必要です。車椅子が必要な方はバリアフリーでないと参加できないんで

すよね。前も１回問題がありましたけれども、そういうのをちゃんとし

て、準備を整えて障害者に安心して参加していただく、そういう体制を

つくっていけばいいかなと思っています。 

國 分 委 員 長  徐々に話し合われてきていますけど、考えていただいていると思いま

すので、さらによろしくということで、よろしいですか。 

 

 （３）第４０回全国公民館研究集会東京大会について 

國 分 委 員 長  では、公民館事業報告については終わりで、第４０回東京都公民館研

究大会について、ご出席いただきました畠山さんのレポートがあります
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ので、当日配付資料１ですね。畠山さん、ちょっと説明を。 

畠 山 委 員   これは、第４０回東京都公民館研究大会について、日本青年館ホール

で行われたんですけれども、簡単なレポートになっていますから、読み

上げてまいります。 

 全国公民館研究大会で何を主として話し合ったのか、どういう提案が

あったのか、どういうことを小金井市の公民館として取り入れるのかと

いう観点から、レポートは簡単にまとめましたけれども、簡単なことな

ので、最初から読み上げてまいります。 

 １番目の開催趣旨とありますけれども、実行委員会委員長から、人口

減少、少子高齢化が加速する中で地域社会の持続可能性そのものが課題

とされる。地域社会のあり方と、人々の生活意義が大きく変質しつつあ

りますと。しかし、公民館や携わる職員数の減少傾向が続いており、公

民館の意義と役割そのものが歴史的な岐路、転換期にさしかかっている

と深刻に受けとめざるを得ません。地域社会や人々の暮らしに即応して

常に変わりゆく公民館の姿をどのように社会にアピールしていくのか、

時代認識を共有して、今後に向けた決意を新たにするため、今回の決起

集会を開催することといたしました。これが開催趣旨でございます。 

 この後、パネルディスカッションがございまして、池上彰氏ほか、こ

の５人が出てディスカッションしたんですが、全国の公民館と会場をオ

ンラインでつなぎながら議論をしていました。パネルディスカッション

でした議論ですけれども、１番目として、公民館が提起すべきことは、

全ての年齢層にそのビジョンを明確にすべきである。２番目として、地

域性、個別性を生かした公民館にすべきである。３番目として、民主主

義と公民館運動について理解を深めるべきである。これは池上彰さんが

言ったことです。４番目ですけれども、公民館とはその建物、立地条件

にこだわるべきではない。この辺は小金井市の今後の中長期計画に生か

せる議論かなと思いました。５番目として、公民館は若者の参加を促す

べきである。先ほど非常に難しいと言っていましたけれども、促してい

かないと永遠に若者が公民館活動に参加しないということだと思いま

す。６番目として、学びを通じて地域性、個別性を生かす公民館活動に

力を注ぐべきである。スローガンは、自分たちの地域は自分たちでつく

る公民館とすべきである。７番目として、公民館とはコミュニティ活動

の場であるとの共通認識でなければならない。 

 以上、こういったことが小金井市の公民館の中長期計画に生かせる議

論かなというふうに認識いたしました。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。ご質問等、ありますか。 

渡邉副委員長  渡邉です。４番の、公民館は建物と立地条件にこだわるべきではない

という箇所に下線が引いてありますが、小金井市においても学校をはじ

めいろんな建物の老朽化等、南中学校は既に４０年、一番新しい学校で

４０年たっている、そのほかの施設もそれ以上古いということなので、

総合的に考える必要があると思います。個々に考えていても埒が明かな

いので、建物は市当局にある程度お願いするしかない部分があります
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が、むしろソフト面といいますか、運営方法について深く議論すべきと

私は思っています。 

畠 山 委 員   その件に関してはあまり深く議論されませんでしたけれども、ここで

言っている、公民館とは建物、立地条件にこだわるべきではないという

ことは、ちょっと古くなったから新しくすればいいじゃないかというこ

とではなく、耐震化もありじゃないかと。今、渡邉委員がおっしゃった

ように、学校も集会所もあるじゃないかと。そういうことをもっと活用

すればいいんじゃないかと、そんなふうに認識したわけでございます。 

渡邉副委員長  そういう話も当然あります。 

畠 山 委 員   はい、出ました。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。ほかにありますか。 

畠 山 委 員   ダイバーシティ、多様性があるわけですよね、いろんな意見があった

ので。 

國 分 委 員 長  何かご質問はありますか。 

 では、とりあえずご報告、ありがとうございました。 

 

２ 協議事項 

 （１）小金井市公民館中長期計画策定について 

國 分 委 員 長  ２番の協議事項で、小金井市公民館中長期計画策定について、館長か

らです。 

西村公民館長  公民館長です。本日、資料を机上に配らせていただきました。この後、

冒頭、部長からお話はさせていただきますが、私のほうから今後の審議

会での進め方をご説明させていただきます。 

 前回もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、前回の審議

会で、計画の項目ごとの予定表、何月、今回どのような項目をやるとい

うような一覧表をお配りさせていただいたんですが、予定としてはお配

りさせていただいた予定表のとおりであります。各回の進め方としまし

ては、今回お配りしていますとおり、公民館、事務局のほうで計画のた

たき台を作成させていただきまして、そのたたき台の資料をもとに皆さ

んにご意見をいただきながら進めさせていただければなと思っており

ます。 

 また、本日は第１回目のたたき台の資料の説明ということで、資料が

当日になってしまって申しわけなかったんですが、次回以降はなるべく

事前に資料を送付させていただいて、当日の協議が効率的に進められる

ようにしたいと思いますので、あわせてよろしくお願いいたします。 

 それでは、冒頭、部長のほうから全体的なお話をさせていただきます。 

國 分 委 員 長  部長、よろしくお願いします。 

藤本生涯学習部長  生涯学習部長の藤本です。公民館運営審議会の皆様には、日ごろより

公民館活動に関する各種事業の企画の実施等、検討いただきまして感謝

しているところです。また、昨年度には答申もいただきまして、部局の

ほうの進め方がこの間、遅れてきたなというところは反省しているとこ

ろです。 
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 第１０回審議会でスケジュールを館長から示させていただきました。

今後、これについて検討を進めていただくことになりますので、どうぞ

よろしくお願いします。これに関しまして、後で資料の説明もあると思

うんですけれども、今の市の施設の現状だとか、私が今考えている課題

というところをちょっとお話ししたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 まず、本市の置かれている状況ですけれども、今、市の人口は微増と

いうことで、平成２９年１０月には人口が１２万人を超えました。人口

については少しずつ増え続けておりまして、今月は１２万１,３９４人

です。まだ第２地区の再開発もありますので、これからもやはり増えて

いくところが続くのかなということであります。ただし、人口ビジョン

等で人口推計を見ますと、大体２０２０年を境にして減少していくとい

うことになっております。 

 高齢者人口ですけれども、高齢者はさらに増加して、医療費などの社

会保障費も増え、生産年齢人口はいずれもこれから減少していきます。

また、市税も減っていく、人口減少社会という潮流の中で、公共施設総

合管理計画では、建築系の公共施設の６割が学校教育系施設で占めてお

りまして、施設全体の６割以上が今、老朽化している現状となっており

ます。この１０年間で、全国的に見ましても、これから、７０歳以上の

高齢者数は１.３倍になりまして、国民の医療費は１.３倍にもなってお

ります。団塊世代が全員７５歳以上になる２０２５年には、国民医療費

の総額は６１.８兆円にもなると見込まれているところです。 

 市におきましても、今後３５年間の建築系公共施設と土木系公共施設

を合算した公共施設の将来更新費用の総額は、理論値で約１,５００億

円が必要です。これは年当たりの平均値では約４３億円となり、さらに

は安定的なごみ処理体制の確立、待機児童解消等の子育て支援、駅周辺

のまちづくり、さらなる高齢化への対応、新庁舎及び（仮称）新福祉会

館の建設等の重要課題も控えているところです。 

 高齢者人口の増加や少子化の進展等の影響下におきましては、現在の

公共施設の総量を維持したまま安全安心に管理していくことは困難な

状況であるということは、明白であるという状況になっております。ま

た、これからの行政経営につきましても、最上位計画であります第４次

基本構想・後期基本計画、また人口減少社会に対応した、平成２８年３

月策定ですけれども、まち・ひと・しごと創生総合戦略、また、市民目

線の改革であるアクションプラン２０２０と、次世代に責任を果たすも

のとならなければいけないというふうに考えています。 

 また、施設は公共施設マネジメントを推進するとともに、持続可能な

財政運営と市民サービスの維持向上の実現のために、限られた行政経営

資源の有効活用により、将来課題を先送りせず、計画した事業を着実に

進捗し、愛着と誇りの持てる、住みやすい、住み続けたい、住んでみた

いという、選ばれるまちを目指し、これからも市が一丸となって効率的

な行政運営に取り組む必要があるというふうに考えております。 
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 市の基本的な公共施設の方針である、公共施設マネジメント基本方針

というのがあるんですけれども、こちらはまず１点目に総量抑制という

のがあります。公共施設は全体の総量を抑制していくことを基本とす

る。２点目はＰＰＰの活用、公共施設は民間活力の活用を検討すること

を基本とする。３点目は資産の有効活用、公共施設は資産として有効活

用することを基本とするとしております。 

 また、公共施設総合管理計画、こちらは平成２９年３月策定のもので

すけれども、施設類型ごとの基本的な方針の中に公民館という項目があ

りまして、同種類似施設との集約化や複合化を視野に入れて、利用需要

の見通しを踏まえた総量抑制や、市全体の維持更新費用の低減を図る視

点も重視する。また、施設の有料化、指定管理者制度の導入等による民

間活力の活用を検討するとあります。 

 公民館につきましては、地域住民のために社会教育を推進する拠点施

設として中心的な役割を果たしておりまして、公民館は仲間同士が集

う、学ぶ、結ぶことを促し、人づくり、地域づくりに貢献しております。

今までの長年の活動、果たしてきた役割、こちらは少子高齢化、情報化、

環境問題、地域防犯、消費者教育、防災教育など多くの社会的課題に関

し、関係する機関、団体等をつなぎ、講座を行うことにより課題解決を

目指してきたことなどは、十分に行政としても理解しているところで

す。今後も公民館の講座や研修等で得た知識を生かして、福祉などにか

かわるボランティア活動に参加することを支援していくことは必要な

ことでありまして、こういった社会活動、生涯学習と福祉との連携はま

すます今後必要になってくると考えます。これまでの公民館活動で見る

ことのできる、公民館でまず学び、社会教育関係団体等の活動で実践す

るという地域課題解決学習の流れは、今後も生かしていかなければなら

ないというふうに考えています。 

 平成２９年７月に公民館運営審議会から答申を受けまして、今後、教

育委員会が策定する公民館の中長期計画に資するため、新しい時代の公

民館のあり方というのも教育委員会として出させていただきました。今

後のシステムとして社会教育、生涯学習を発展、維持させるために必要

な方策として、公民館にとどまらない専用施設としての社会教育施設と

いうことだけではなくて、社会全体で生涯学習を広げていくという視点

を持つことが必要だということを教育委員会のほうで示させてもらっ

たものです。 

 今後はこちらのスケジュールに従いまして、まず公民館でたたき台と

いうか、案をつくりまして、その中で検討いただくような形になります

けれども、今後もいろいろ皆様の意見を聞きながら中長期計画の策定に

向けて取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いした

いと思います。 

 私からは以上です。 

國 分 委 員 長  どうもありがとうございます。 

西村公民館長  今、部長のほうからご説明させていただきまして、続いて資料説明を
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中川からさせていただきます。資料も本日配布ですし、説明も、資料も

量がありますので、今日だけで終わるわけではございませんので、その

辺は念頭に入れていただいてお聞きいただければと思います。 

中川庶務係長  庶務係長です。それでは当日配付資料の３、４について続けてご説明

させていただきます。当日配付資料５が詳細スケジュールなので、傍ら

に置いて、見ながら話を聞いていただければと思います。 

 当日配付資料３からいきたいと思いますけれども、こちらは生涯学

習、あるいは公民館等にかかわる文科省の動向について、少しさかのぼ

って、これが重要であろうと考えられるものについて取り上げたものに

なりまして、この分野に長い方であれば、もう知っているよという内容

のものがいろいろ含まれていると思います。一つ一つは非常に長いもの

だったりするんですけれども、我々の議論に関係するだろうなと思われ

るところを抜粋してきております。 

 当日配付資料３の１ページ目ですけれども、中教審、中央教育審議会

が、主に１０年おきに公民館に関係する答申を出しているようです。中

教審は毎年いろんな答申を出しているんですけれども、その中で社会教

育あるいは生涯教育、公民館について出された重要なものを３点こちら

にまとめております。１０年おきですので、平成１０年のもの、平成２

０年のもの、そして平成３０年のものを取り上げております。平成３０

年のものについては、まだ案の状態のようでして、平成３０年何月とい

う日付が入ってきておりません。多分、これから決定して公表されるも

のと思います。 

 平成１０年、２０年、３０年と時代が進んでくるにつれて、少しずつ

その当時の時代背景から課題になってきたことが変わってきている所

が見えてきますが、平成１０年の段階で、既に、いろんな民間事業者等

が学習機会等を提供しているから、公民館としても民間と協力していく

ことも大事だといったような視点が含まれてきます。 

 平成２０年には、ネットワークという言葉が使われるようになりまし

て、地域ではいろいろな主体がいろんな活動をしており、特に福祉分野

等において地域で活動している団体等、活動はいっぱいあるんだから、

とにかくネットワークを大事にしなきゃいけないというような内容が

見られます。 

 そして平成３０年には、持続可能性という言葉が入るようになりまし

て、特に生涯教育というふうに中教審では使っておりますけれども、生

涯教育が一番大きな概念だとしたら、その中には学校教育と社会教育が

含まれており、社会教育は学校教育以外の全てという位置づけと整理さ

れていると思いますが、その社会教育が、生涯学習社会の実現に向かっ

て中核的な役割を果たすべきものではないかと。いろいろ困難な社会背

景がある中で、持続可能な地域づくりにつながるためには、この社会教

育が核となるべきだという視点を出してきているようです。 

 答申という形でまとめられた資料以外にも、中教審あるいは中教審に

関連する学者の方の会議等々で、公民館に関係するいろいろな資料がま
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とめられておりまして、それが２番の中教審答申以外の資料で、これは

と思うものをピックアップしております。 

 １つが、平成２５年に出された、第５期中央教育審議会生涯学習分科

会における論点の整理というものでして、ここでは平成２０年の答申か

ら５年たって、ネットワークというものが大事だからそこに力を注ぐべ

きであるというような視点を出しております。続いて平成２９年と平成

３０年のものがありまして、平成２９年３月のものについては、やはり

ここで持続可能性という言葉を出してきております。平成３０年になり

ますと、同じく持続可能性というものを引き継ぎまして、この間の研究

大会等でも課題になっておりました、社会教育施設の管理を市長部局に

移管するとか、そういった可能性も考えながら、とにかく持続可能な社

会づくりには、できることは何でもしたほうがいいんじゃないかという

視点を出してきています。元の資料はインターネット等で全てを見るこ

とができますので、お時間があるときにでもごらんになっていただけた

らなと思っております。 

 国の資料は以上になります。文科省はこのような方針を持っていると

いうことを念頭に置いて、我々も議論を進めさせていただければなと思

っております。 

 本日の一番大事なところでございますが、当日配付資料４、公民館に

係る現状・課題・将来像の検討についてでございます。 

 １ページ目が、先ほど部長からも、小金井市における現状の数字を挙

げましたけれども、おそらくこれは全国どこでも同じ課題ではあるんで

すね。小金井市が出しております人口ビジョンという報告書がございま

して、平成３５年以降は、今伸びている人口も頭打ちになって、今度は

減少に転じるであろうという推計が出ております。 

 国勢調査に皆さんお答えいただいていると思いますけれども、国勢調

査結果を見ると、世帯人員数、世帯の構成がわかるんですけれども、小

金井市におきましても、いわゆる世帯を構成する人の数が減ってきてい

る、つまり核家族が増えてきて、３世代の家族はほとんどなく、両親と

子供から成る核家族がほぼ大半を占めている状態です。かつ、ひとり暮

らしの高齢者世帯も増加している。家はたくさんあるけれど、中に住ん

でいる人は単身で住んでいる人とか、せいぜい２人、３人で住んでいる

人が多くなっているという状況かと思われます。 

 それから、小金井市におきましても自治会、町内会等の加入数という

のが残念ながら減ってきておりまして、いわゆる地域コミュニティとい

う形での既存のコミュニティは衰退傾向にあるのかなと考えられます。

そうしますと、公民館としての視点から想定される課題には、こういっ

た方々に対して生涯学習への興味関心、先ほど事業の報告のところで、

いろんな事業があって、子育て世代の方も介護をしている方も参加でき

るようにいろいろなご意見があったと思いますけれども、参加するのが

困難な状況にある方について、あるいは外出てくることはできるんだけ

れども、特に公民館というところに目を向けていなくて、公民館という
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ものが地域にあるということに気づいていない方等々に向けても、いろ

いろな事業をやっているということに関心を持っていただくことで、公

民館活動へ参加していただいて、社会的な孤立に陥ることを防いでいく

必要があるのではないかということが考えられると思います。 

 続きまして、財政状況ですけれども、こちらも先ほど部長から説明し

ましたとおり、将来的にはどうしても減少に転じます。総人口が伸びな

い中で高齢化が進むということは、生産年齢人口が減っていくという意

味ですので、残念ながら税収もおそらく落ちてしまう。高齢の方が増え

るということは、社会保障費も増えていくということであります。公共

施設の建てかえ、維持等にかかる経費も減ることはないという状況を踏

まえますと、財政的には、既存の資源で何とか頑張らなくてはいけない

という前提があるかと思います。 

 同じく公共施設も、残念ながら古いものが多いという状況です。とな

ると、ここから考えられます課題として、あるものについてはなるべく

大事に使い、補修するなりして長寿命化を図るとともに、同じような機

能の施設については集約を進めて、なるべく長く使えるように頑張る必

要があると考えられます。 

 あと、足元の公民館のところでございます。こちらはやはり、先ほど

の事業の報告のところでも話題に上がりましたように、どうしても高齢

の方の利用が大半であると。高齢者は自由になる時間があるという前提

があると思いますが、利用者も高齢化しつつあり、かつ同じ人が何回も

利用していて、新規の利用者がなかなか呼び込みにくい状況なんじゃな

いかと。利用団体数は増加してきているんですけれども、活動内容を見

ると、地域課題を対象としない活動、例えば趣味とか教養を自分たちの

中で高めていく、趣味サークルのような団体の割合が増加しているので

はないかということです。そのことは悪いことではないんですけれど

も、地域課題の解決に向かっていくという動きとしては、ちょっと弱く

なっているということが挙げられるかと思います。 

 ここから考えられる課題としましては、せっかく公民館に来ていただ

いて、仲間づくりもしていただいた、何らかの一緒に活動する仲間もで

きた、そういったところから一歩先に進んで、それを地域づくりに還元

していただくような仕組みを公民館としては強化していく必要がある

のではないかということが考えられると思います。 

 ちょっと暗い話題が続いたんですけれども、その他といたしまして、

いいこともあるというのをその他にまとめております。小金井市は、東

京都平均より健康寿命が長いというのが統計上出ておりまして、つまり

元気なお年寄りが多い、日本一というわけではないんですけれども、東

京都平均よりは多いという状況のようです。つまり、まだまだ元気で活

動できる方がいらっしゃる。かつ、以前別の計画でとったアンケートの

結果なんですけれども、身近な地域で何らかの活動をしたいなと思って

いるけれども、具体的に何をしていいかわからない、希望はあるという

方についても、そういった人の数は増加している。その中でも防災です
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とか、子育てとか、直面したときに個人の努力だけではどうにもしがた

い課題、テーマ型の課題とでもいうんでしょうか、それに対して関心を

持つ人というのはやはりいらっしゃるということがあります。 

 小金井市は市内に大学等が複数あるわけですけれども、近年いくつか

の大学と包括的協定を結ぶことができまして、ネットワークをつくるこ

とができてきている。こういった地域資源とのネットワーク構築という

のが、今後どんどん進めていけるのではないか、これまでもやってきま

したけれども、今後もさらに進められる機運があるというふうに考えて

おります。そういったところから考えられることは、こういう意欲のあ

る方、せっかくある地域資源、個人の技能を持っていらっしゃる方も地

域資源だと思います。そういった地域資源と連携を進めて、行政と協働

して今後の社会を担っていただく方を増やしていく必要があるのかな

というところが課題として考えられるところだと思っております。 

 長く話して申しわけございません、裏を返していただきまして、２番

の公民館の将来像についてのところです。こういった課題を考えます

と、将来像、公民館のあるべき姿としてどういったことが考えられるの

かということなんですが、公運審から出していただいた答申の中でも、

公民館の役割として、四角で囲っております１から４までの役割という

ものを出していただいているんですね。こういった役割と現状、それか

らあるべき姿を考え合わせますと、（１）、（２）、（３）のところで

す。（１）が生涯学習を支援する体制の強化、（２）が協働による生涯

学習の地域づくり、（３）が循環型の生涯学習社会の構築、こういった

ところに我々の将来像、あるべき姿というものをまとめることができる

のではないかと考えて、本日、提案させていただくものです。 

 四角で囲んでいるところは、答申でいただいている役割をこの３つに

整理するとしたらどこに整理されるかというふうに書いてあるもので

して、その下の箇条書きのところは、さらに公民館のほうで、例えば（１）

というような将来像を考えるのであれば、どういったことをその中に含

むべきか、検討すべきかということで、箇条書きで示させていただいて

いるものです。 

 スケジュールのとおり、第１３回、第１４回、第１５回の３回を使っ

て、今年度いっぱいは、重要なところですので、ここについて考えを深

めていきたいなと思っております。何もないと話が拡散してしまいます

ので、今回示させていただいたこの案から、皆さんのご意見等をいただ

いて、議論を深掘りしていけたらなというふうに考えています。 

 資料の説明は以上になります。 

西村公民館長  公民館長です。今、説明させていただきました。中川から説明もあり

ましたとおり、今年度あと２回あるんですけれども、今年度いっぱいは

公民館の将来像ということを重点的にお話しいただければなと思って

おります。今日は、現時点でご質問等あればいただいて、また次回以降、

継続してやっていくということも念頭にお話しいただければなと思っ

ております。 
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國 分 委 員 長  ありがとうございました。たくさんの資料を一度に吸収できないんで

すけれども、何か。 

菅 沼 委 員   要望と意見とあります。要望は２つありまして、１つは先ほど公民館

長が言われましたように、この資料は事前配付をしてもらいたいと。当

日配付ではなかなか検討ができません、我々は頭が悪いので、そんなに

すぐ対応はできません。ですから事前に配付してもらって、それをみん

なで検討して、ここで検討結果を議論するという形に次回からしてもら

いたいというのが１点です。 

 それからもう１点は、昨年７月２０日に公運審の答申を出しましたけ

れども、そのときにいた委員は３人なんですね。その答申の内容を新し

い委員にも全部配って、まず理解してもらってほしいと。その上で議論

をしないと、全然議論ができない場合もあると思いますので、ぜひ答申

を関係の方に配っていただいて、それを読んで次回から議論をするとい

う形にしてもらいたいというのが２つ目の要望です。 

 それから内容については、先ほど藤本部長が言われた中で、大体いろ

いろ総合的には出ているかと思います。例えば資料４の２／２ページの、

公民館の将来像につてというのは、私のイメージは、この内容は違いま

す。ここに書いてあるのは公民館の役割、機能なんですね。公民館とい

うのは今後、市民活動あるいは地域活動の中でどういう位置づけで活動

していったらいいのか、そういうところを議論するのがこの将来像だと

思うんですね。そういう話は先ほどの藤本部長の中で、地域課題解決型

の学習をやって地域づくりをしてきましたと、それは一つ、大きな成果

だと。その成果の中で公民館活動を今後、市民活動の中でどういうふう

に生かしていくのかと、そういう議論がないと、将来像ではないんです

よ。ですからここに書いてあるのは、ただ役割、機能だけであって、将

来像ではない。私は、この内容は非常に不十分だとはっきり申し上げま

す。 

 そういうことで、できるだけ事前に資料をいただいて、その資料の内

容を我々が勉強して、それで質問のあるところはします。それから意見

のあるものは、事前にこちらからも資料を出します。そういう形でやら

ないと、今の進め方ではだめだと私は思います。 

 以上です。 

西村公民館長  公民館長です。資料の件は、今日初回ということもあって、どうして

も当日までいろいろこちらで検討したということがあるので、次回以降

は事前に配付できるようにしたいと思います。あと、答申ですね、申し

わけないです。答申も当然お配りしておかないといけない資料でありま

すので、答申を踏まえてこちらも計画策定を進めていくので、答申も配

らせていただきます。 

 それから、将来像について今後、ご意見等いただきたいんですけど、

今日うちのほうで出させていただいた資料は、ほんとうに骨組みといい

ますか、うちのほうで将来像をバーンというのが、ちょっとなかなか難

しいという中で、さっきこれは将来像ではないというご意見もあったん
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ですけど、役割の部分を出させていただきました。今のようなご意見等

も、ほかの委員からもいただきたいなと思っていますので、そういった

ことも含めて資料のほうはつくらせていただきましたので、そのほかご

意見がありましたらお願いしたいと思います。 

 以上です。 

渡邉副委員長  渡邉です。公民館の役割ということで、時代とともに変化していると

いうことはだんだんわかってきましたが、最初に、いつでも、誰でも気

軽に参加できると書いてありますが。そういった意味では、一般市民の

方に公民館というイメージがどのようなものか、そういったものを過去

にアンケート等で意見を集約したということは今まであるのでしょう

か。 

 というのは、私、この会に参加して初めてだんだんわかってきました

が、結構、入る前と今と大分自分のイメージが変わってきたので、そう

いった意味ではやはり、名前からくるイメージと、実際に行っている内

容のギャップが、違いがかなりあるような気がします。そういった調査

というのはされたことはあるのでしょうか。 

西村公民館長  公民館長です。公民館としてというアンケートはちょっと記憶にない

です。皆さんにやっていただいている毎年の、北と東の評価で、北と東

のアンケートとかはやっているんですけど、あとは全体的な企画とかの

調査で、生涯学習部の図書館とか公民館の部分の質問を入れたアンケー

トはやっているんですけど、そのほかは……。 

渡邉副委員長  むしろ、参加している人はわかっていると思うのでいいんですけど、

参加していない人ですよね。 

西村公民館長  未利用者ですね。 

渡邉副委員長  必要かと思います。 

酒 井 委 員   酒井です。そういうことも踏まえて前回、私としてはほかの館の状況

も知りたいということで資料をお願いしますということをお話しして

あったと思うので、その辺についてはどう……。今回その資料をいただ

けるということでしたが。 

西村公民館長  公民館長です。前回、酒井委員から言われていた評価の関係の資料な

んですけど、例えば教育点検評価というのをやってございまして、これ

は後でご回覧いただきたいんですが、このぐらい、結構な枚数になりま

して、ごめんなさい、事前にお話しすればよかったんですけど、ちょっ

と印刷が難しくて、ホームページに年度ごとにずらっと載っているの

で、これを一応ご回覧いただいて、実際の中身についてはホームページ

のほうでご確認いただければなと。 

酒 井 委 員   例えば、ここを見たらこのことが出ていますよというものでもいいの

で、ご提示いただければよかったかなと思います。 

西村公民館長  わかりました。 

國 分 委 員 長  確認しないですみません。それは回覧していただいて。 

酒 井 委 員   回覧していただいても、こんなにいっぱいページがあるようなので。 

國 分 委 員 長  今すぐは無理だと思うので。 
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西村公民館長  後でホームページのこの部分というのを。 

酒 井 委 員   それをメールで、ここに資料が出ていますよというのを教えていただ

ければ見るようにしますので。 

西村公民館長  わかりました。 

國 分 委 員 長  じゃ、それはメールで皆さんに。 

雨 宮 委 員   雨宮ですけど、私みたいにアナログしかできない人間にはちょっと、

メールが嫌になりますね。私はほんとうに古い人間ですから。 

畠 山 委 員  そういうのを閲覧できる形にしておいてもらえれば、館長のほうで。

そうすれば雨宮さんも行って閲覧できますから。 

雨 宮 委 員   それで結構ですよ。 

國 分 委 員 長  雨宮さんは直に行って見ていただく形ですね。 

 あとは、今の質問は、市民全体にアンケートをとったかという話でし

たね。こちらは一応、公民館を活用している人のアンケート関係なので、

ちょっと渡邉さんの質問に対しては対策とか、今後、公民館アピールの

仕方とか。 

藤本生涯学習部長  今ある既存の館の利用者というか、館自体にアンケートを置いてそれ

を集約するということはすぐ可能だと思うんですけれども、未利用者の

方というと、そこから何人か、住民基本台帳から抽出して郵送して回答

をもらうというやり方になってしまうので、予算も伴うんですけれど

も、やはりこれからはそういうのも必要であるというふうに考えていま

すので、ちょっと事務局のほうでもそれは検討させていただきたいと。

なるべく広くそういう意見が求められるような仕組みというか、紙ベー

スなのか、メールでやるのかとか、いろんなやり方があると思うんです

けど、そこは検討させていただきたいと思います。 

菅 沼 委 員  ちょっと関連して、他市の公運審等の答申を見ても、地域住民の意識

調査が第一にあるのが多いんですよね。だから、今言われたような一般

市民全体を通して、抽出して、公民館活動あるいは社会教育についてど

ういうふうに考えているのかアンケートをするのも一つの手だと思い

ますね。 

國 分 委 員 長  最初に公運審に入れていただいたときに、公民館は何をやっているの

かさっぱりわからないという素朴な感想がいまだにやはり払拭できない

というか、公民館用の看板というか、何かそういうものはつくれないん

でしょうかということも考えたりするんですけれども。要するに、本庁

のここに行けば公民館はどんなことをしているかわかるとか。 

藤本生涯学習部長  公民館活動をもっとわかりやすく、市民の方に周知するということで

すか。 

國 分 委 員 長  これは町内会でも配られているのはわかっているんですけど……。 

藤本生涯学習部長  もっとアピールする方法ですよね。 

國 分 委 員 長  そうですね、地域問題を解決する大きな場ですよということの認識と

いうか、そういうのはなかったので。 

藤本生涯学習部長  そうですね、そのアピールの仕方だとか、社会教育委員の会議のほう

からも、生涯学習センター機能、要するに発信をもっとするような機能、
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そこに行けば全てわかるよというような機能を充実させろということ

もありますので、その辺の情報発信だとか、公民館がどういうことをや

っているのかとかということを、もっと広く市民に周知するための手段

というのは、これも考えていかなくてはいけないなと思いますので、そ

の辺のところは部局のほうでも考えて、また委員の皆さんの意見も聞き

ながら、そういうことができれば。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。 

髙 橋 委 員   関連していいですか。髙橋です。学校関係のほうで先日、ＰＴＡの方

と子供の放課後の居場所のことについて話をしていたんですが、そのと

きに公民館という話も出てきたんですけど、公民館が何をやっているか

というのが、なかなか若い世代のお母さん方はよくわかっていない。先

ほどの人口の増減の話もありましたが、学校を見ていても、転入で入っ

てこられる方がかなりいらっしゃいまして、小金井市の公民館、せっか

くいい活動をやっているんだけど、そういうものについてよくわかって

いないということがあるようです。なので、今、話がありましたが、そ

ういう若い保護者の世代にも周知をしていくことが必要なのかなという

のを、ちょっと学校で感じているところです。 

 一番驚いたのが、公民館は年配の方しか使えないんですよねという方

が結構多くて、子どもでも公民館に行っていますよと言ったら、でも年

配の方がいると子どもは行きづらいですよねとか、どういう活動をする

のかによって違うかもしれないですけど、公民館とはどういうところな

のかというのを、せっかくこういういい役割がありますので、その辺を

また今後、いろんな形で周知していただけるとありがたいかなと思いま

すので、お願いします。 

國 分 委 員 長  前から思っているんですけど、学校との連携というのはすごく重要か

なと思います。 

西村公民館長  公民館に子どもが少ないというのは、私も会議に出たりして、先生が

おっしゃっているのを聞いたりしますので、やっぱり広報の仕方、アピ

ールの仕方とか、さっき委員長から、公民館ってどういうのだよという

のもちょっと検討したいと思いますし、本館なんかはちょっと狭いです

けど、たまに小学生たちがバーッと来て遊んだりしている横で、囲碁を

やっている高齢の方とか、そういういい雰囲気の部分もあるので、その

辺もちょっとアピールを……。 

國 分 委 員 長  東もありますよね、結構。小学生が。 

西村公民館長  そうですね。 

伊藤副分館長  貫井北分館の伊藤です。貫井北分館はフリースペースで、予約をしな 
いでも使える椅子が大体７０脚近くあるんですね。放課後になりますと

夜１０時まで開館していますので、小学生から中学生、高校生、大学生、

社会人の方々も、いろんな世代の方々が一緒になって勉強していて、静

かな一体感が生まれています。保護者もここだったら安心という感じ

で、ただ、そこが公民館という認識のある方がいらっしゃらなくて、図

書館の２階とか、貫井北センターとか、公民館という言葉ではわかって
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いないんですけれども、そういった、みんなが勉強できる場所という意

味合い的なものとか、周知は徐々に広がってきていると感じておりま

す。事業だけではない居場所というところが、東も北も既に周知されて

いるということはご報告させていただきたいと思います。 
酒 井 委 員   酒井です。前々回のときだったと思うんですが、私のほうから貫井北 

分館とか東分館とか、緑分館の子供たちの居場所ということで、保護者

の方がとても喜んでいるという話をここでさせていただいたと思うん

ですね。そのときに、ほかの公民館でもそういうことは可能になるのか

ならないのかというお話をさせていただいて、検討しますという館長の

お話だったんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 
西村公民館長  公民館長です。酒井委員からそういうお話をいただいていたのは覚え

ていますし、ちょっと場所、建物の、北とかは特に若者が集うというコ

ンセプトで建てた建物というのがありますし、建物のスペース的な問題

もちょっとあるのかなというのもありまして、すぐにこうですというの

はなかなか難しいのかなと思いますが、その辺は我々も話していますの

で、また引き続き考えていきたいと思っております。 

國 分 委 員 長  いつでも、誰でもの原則からしたら、いいわけですよね。 

畠 山 委 員  委員長、この件に関しては、北公民館というのはＮＰＯ法人ですよ 

ね。例えば南とか緑とかというのはそういう、ＮＰＯ法人ではないんで

すよね、いわゆる純然たる公民館なんです。北公民館はどうなるかとい

うと、そもそもの設立趣旨というのは、小金井市全市民のものだという

話を当時の理事長がしたんですよ。ところが北の人たちはそうじゃない

よと、ここは北の人たちが長年、待ち焦がれた公民館なんだよという話

になって、理事会で議論がいろいろ分かれたんですよ。だから北の人た

ちはそう思っていらっしゃる。先ほど、北の話が出ましたけれども、北

は非常にスペースも大きいし、使いやすいし。じゃ、南はどうですかと

いったら、もうちっぽけなところで図書館も何もないと。 
國 分 委 員 長  ただ、児童館はあるから、子供は来ていますよね。 

畠 山 委 員  児童館はあるんですよ。図書館がないんですよね。その辺のキャパの 
問題もあるんですけれども、どこの住民であろうと、北公民館でも東で

も行けますよと、自由に行って使ってくださいというスタンスをとれ

ば、住民の不満が出ないんじゃないかなと思います。 
國 分 委 員 長  今のご意見等を勘案して、公民館はこういうものですということを何

かでアピールしていただきたいと。 

 すみません、時間がちょっと近づいてきていますので、公民館の将来

像について、菅沼さんのご意見等もありましたので、これは内部で一応、

事前に討論する場を設けなくてはいけないんじゃないですか。 

西村公民館長  いいですか。ちょっと今回、資料が当日というのもありまして、いろ 

んなご意見はわかったんですが、次回以降、将来像のこのテーマについ 

てこういった考えがという、テーマごとに進めていくような形で。 

國 分 委 員 長  テーマごとというのは。 

西村公民館長  例えばこの資料でお配りしました、２の公民館の将来像について、 
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（１）の部分についてとか、そういう進め方で。この将来像の資料につ

いてもちょっと違うなというご意見もありましたけど、今回、このテー

マについてということでお話しいただければなと。いろんなご意見があ

って、こちらはありがたいです。 
國 分 委 員 長  そうしたら、例えば今日出していただいた資料４の２の（１）生涯学

習を支援する体制の強化、（２）協働による生涯学習の地域づくり、（３）

循環型の生涯学習社会の構築と、そういうテーマで出してこられていま

すが、菅沼さんなんかはこれに対しては。 

菅 沼 委 員  全然イメージが違いますね。公民館の将来像というのは、こんな機能

の一つ一つをやることではなくて、小金井市全体として、地域活動、市

民活動の中で社会教育、公民館活動をどういうふうに位置づけてやって

いくかと、そういう位置づけですよね。それが第一にないと、その後、

進まないんじゃないかと。それをやるのがこの将来像だと私は思ってい

るんですよ。今書いているこれは全部、機能、働きだけですよ。そんな

のを一々議論するんじゃなくて、まず始めに議論してほしいというのが

私の意見です。 

國 分 委 員 長  理念ですね。 

菅 沼 委 員  それがなければ、こんな機能の一つ一つを議論したってだめですよ。

どういうふうに市が社会教育、公民館活動を市民活動の中で位置づけし

ていくかと。で、どういうふうに公民館活動を伸ばしていくのかとか、

あるいはその辺の基本的な考え方がなければ、今後、仮移転中の本館の

施設をどうするとか、いろいろあるでしょう。そんなものの根幹がなけ

ればできないですよ。その根幹を何も出さないでおいて、枝葉末節的な

ことをやったってしようがないと、私は今のやり方は反対します。 

畠 山 委 員  よろしいですか。今、菅沼委員がそうおっしゃいましたけれども、基

本的には小金井市、公民館としてのビジョンですよね。市にもビジョン

がありますけれども、ビジョンというのがいわゆる総論になってくるん

ですけれども、ビジョンが、一般市民が見て理解しやすい、わかりやす

いようにお示しすると。我々が理解してもしようがないんですよ。市民

が理解しないとだめですよね。その上に各論が出てきますよね。各論と

いうのは今、いろんな議論をしているんですけれども、そればっかりや

ってもしようがないというのは、菅沼委員のご意見だと思うんですけれ

ども、まず総論、ビジョンを明確にして、その上で各論について詳細に

点検していくということが重要じゃないかなと思います。 

菅 沼 委 員   ちょっと今の理解が、私が枝葉末節だと言ったのは、全体の考え方を

きちんとやりなさいと、その後にそういうことはやったらいいじゃない

かと。初めからこんなことを、今言っているような機能をやるのは枝葉

末節な話だと言っているだけで、それが不要だとは言っていません。全

体のビジョンをきちんとまずつくりなさいと、その上で一つ一つの各論

をやるのは全然、私は反対していません。そういうふうに理解してくだ

さい。先ほどの発言が間違っているんだったら訂正します。 

國 分 委 員 長  ちょっとそちらとの認識が……。 
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菅 沼 委 員  私がさっき言ったのは、次回以降、今日のこのテーマではなくて、 

さっき言った全体的なものをというご意見もありますので、次回以降、

そのテーマに沿ってという意味で言ったので。 
國 分 委 員 長  じゃ、次回は要するに理念ですよね。 

菅 沼 委 員   それも、小金井市の考え方ね。世の中の考え方を聞いてもしようがな

い、その中で小金井市が今後どうやっていくかという考え方を聞かせて

ほしいんですよ。 

國 分 委 員 長  じゃ、その辺のちょっと準備が必要になってくるので、委員との調整

というか、討論の場を考えていただいたほうがいいかと思います。参加

される方はぜひ皆さん。それでいいですか、菅沼さん。進め方として。 

菅 沼 委 員   はい。 

國 分 委 員 長  じゃ、次回にどうするかというのはちょっと、次回に至る前にちょっ

とすり合わせが必要かなという感じがいたしましたので、よろしくお願

いします。 

 一応、協議事項はここまでにして、審議事項でよろしいですか。 

 

３ 審議事項 

 （１）公民館事業の計画について 

國 分 委 員 長  では、公民館事業の計画について、よろしくお願いします。 

大久保事業係長  事業係長です。お手元にお配りしております送付資料（３）、公民館

事業の計画をご説明させていただきます。 

 今回、本館３件、東分館１件及び貫井北分館３件の合計７件の事業を

提出しております。ご意見、ご質問等ありましたら、よろしくお願いい

たします。 

國 分 委 員 長  ありがとうございます。これからの予定の部分が多い。講師なしとい

うのは。 

菅 沼 委 員   準備会だからだよ。準備会に講師は要らない。 

國 分 委 員 長  そういう意味ですか。 

 では、何かありますか、質問。 

（「なし」の声あり） 

國 分 委 員 長  では、これでよろしいということで。 

 

４ その他について 

國 分 委 員 長  その他というのがありますが。 

中川庶務係長  事務的なお願いになります。まず１点目ですけれども、皆様のお手元

にある、東大和市で開催される研究大会の申込書です。こちらは参加費

と交通費が予算措置してありますので、ぜひ奮ってご参加いただければ

と思っておりまして、参加申込書を書いて私まで出していただければと

思っております。今日書ける方はこの場で書いて出していただきたく、

課題別集会、どれに出ようか少し考えたいという方は、１２月１１日ま

でに庶務係までお届けいただければと思います。紙を届けなくても、電

話で私にご連絡いただくのでも大丈夫です。 
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 冒頭に畠山委員からもご質問があったと思うんですけれども、課題別

集会の参加希望を第３希望まで書くことになっています。各市から参加

するので、１つの集会に希望が偏るようだったら第２希望に振り分ける

ということで、第３希望まで出すことになっております。第３希望まで

出すのが難しいようであれば、とりあえず第１希望は必ず書いてお出し

いただければと思います。 

 あともう１点、注意事項ですけれども、東大和市の公民館の周りにあ

まり食べ物屋がないらしく、ご自身でお昼等は持参されたほうがいいの

ではないかと思っております。 

 続いてもう１点ですけれども、皆様のお手元にマイナンバーをご提出

いただくための紙を配っております。今日、マイナンバーをお持ちの方

は後で控えさせていただければと思います。私のほうで預かって封筒に

入れて保管させていただきたいと思います。 

 庶務係からは以上です。 

國 分 委 員 長  よろしくお願いします。菅沼さん、何か。 

菅 沼 委 員   その他ですけれども、前から何回かこの会で言っていますけれども、

小金井のホームページにイベント情報というのがあって、そこに公民館

の活動をできるだけ入れたらどうかということで、１１月は私、昨日見

てみましたら１５件入っています。基本的に前は本館と北と、それから

東が入っていたんですが、今回見ますと緑も入っているし、南分館も入

っているということで、大体、体制、そろったかなと。こういうのが出

てくると、市民が見て、これに参加してみようかなとか、そういうこと

になるので情報発信としてはいいんじゃないかなと思って、大分、体制

ができたなというのが感想です。 

國 分 委 員 長  いろいろご協力いただいてありがとうございます。 

 せっかくこういう「東京の地域教育」というのがあるので、髙橋委員、

地域教育の冊子があるので、これに関してというより、今、学校がすご

く変わっている感じがしたので、その辺の教育の視点とか、そういうと

ころをちょっと言っていただけたらうれしいなと思ったんですが、いい

ですか聞いても。 

髙 橋 委 員   社会に開かれた教育課程の実現ということで、小学校、中学校、高校、

学習指導要領が今、変わります。小学校は平成３２年度から全面実施に

なるということで、今、移行措置をしている段階で、今年１年目なんで

すね。つまり、新しい学習指導要領の内容に移すんですけれども、一遍

には移せないので何年かで少しずつ移していく、今年がその移行措置１

年目です。 

 学習指導要領が変わる中で、１つ大きなキーワードが、社会に開かれ

た教育課程。教育課程というのは学校のカリキュラムなんですね。つま

り、子供を育てる上で学校のほうで、１年間どういうふうに教育をして

いこうかということで、カリキュラムを組んで指導していくんですが、

なかなか学校だけでは指導がしきれないというか、これからの世の中を

考えたときに、子供たちに身につけさせる資質・能力、それを育成する
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ために社会と一緒になって教育をしていかなきゃだめだろうという流れ

になってきています。 

 具体的に何をするのかということで、学校のカリキュラムで学校の中

で行うものと、地域社会と一緒に行うもの、それを計画的に実践してい

きましょうという話なんです。例えば本校でも、地域の方、町会ですと

か学校施設を利用している団体の方にもお願いして、学校のゲストティ

ーチャーとして協力してくださいとか、もしくは学校の中の施設維持管

理について協力してくださいみたいな形で計画を立てて、今進めている

ところです。そういう意味で言いますと、これから公民館との連携とい

うのも、社会に開かれた教育課程の一つの方策としては、各学校で検討

していくことになるのかなというふうに考えています。 

 ちょうどわかりやすい図がありますね、この図がすごくわかりやすい

かなと思います。 

國 分 委 員 長  一番初めですね。 

髙 橋 委 員   最初のページにあります。 

國 分 委 員 長  私、たまたま前原小の近くで、孫が在校しているので、いろいろ行事

も参加していますけど、ほんとうに考え方が違ってきて、落ちこぼれと

いうと変ですけど、あまり行事に参加できない人も別の形で、裏方だっ

たりということも捉えながら教育されているという形を感じまして、公

民館との連携はぜひと思ったりしているところだったので、お伺いしま

した。ありがとうございます。 

髙 橋 委 員   小金井市は、先ほどもありましたが、地域、家庭の教育力が高くて、

東京都の中でも非常に教育力が高いということで有名なんです。ここで

も書いてありますが、このページの③のところですね。カリキュラムの

実施に当たって地域の人的・物的資源を活用するということで、非常に

高い地域の教育力がありますので、ぜひ連携させていただければと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

國 分 委 員 長  いろいろ情報をよろしくお願いいたします。 

 じゃ、次回の課題がちょっとありますが、今日はこれにて終わらせて

いただいてよろしいですか。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


